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図 VII-１-1 国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設
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埠頭全体を新

の一部はタグ

置する。 

今後、開発の

貨物需要・土

討する。 

山下ふ頭土

 

 

新たな賑わい

ボート係留拠

の基本計画を

土地需要に対

土地利用計画

拠点として都

拠点とする。

策定してい

応するため

 

画図 

都市的な土地

。 

く。また、新

の開発空間

地利用を

新山下地

として留
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３－２ 利用形態の見直しの検討が必要な区域 

利用形態の見直し検討が必要な区域は以下のとおりである。 

 

 

 

 

図 VII-３-３ 利用形態の見直しの検討が必要な区域 
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務船等の待機
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央地区） 
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深４ｍ  延長

岸壁１バース

岸壁２バース

岸壁１バース

岸壁１バース

ト 

の待機、係留

ための施設を

岸壁１バース

岸壁２バース

岸壁２バース

ｍ 岸壁１バー

ｍ 岸壁１バー
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機、係留並び

の施設を次の

ース 延長 13

ース 延長 26

長 135ｍ   
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 延長 420ｍ

 延長 180ｍ
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留並びに物資

を次のとおり

 延長 180ｍ

 延長 360ｍ

 延長 360ｍ

ース 延長 15

ース 延長 15
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びに物資補給

のとおり計画

30ｍ    

60ｍ    

    

ｍ     

ｍ     

ｍ     

ｍ     

資補給の用に

計画する。

ｍ     

ｍ     

ｍ     

50ｍ   

50ｍ   

給の用に対応す

画する。 

   （既

   （既

[既設の変更

（既設）  

（既設） YS

（既設）  

（既設）  

対応するた

 

（既設）  

（既設）  YS

（既設） YS9

（既設）

[既設の変更

するため、既

既設） 

既設） 

更計画] 

YS１ 

S2,3 
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め、既存施設
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 YS２M 

更計画]  YS
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設を有効に活

S４M 

有効に活
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物資補給岸壁一覧 

 地区名 バース名 水深(m) 延長(m) バース数 備考

Ｄ２Ｍ 4.5 480 4

Ｄ３Ｍ 4.5 360 3

Ｄ４Ｍ 4.5 240 2

ＳＫ５ 7.5 140 1 対象船舶：～5,000DWT

ＳＫ８ 7.5 140 1 対象船舶：～5,000DWT

山下ふ頭地区 ＹＳ７Ｍ 4.5 121 削除

ＨＡ０ 5.5 100 1 対象船舶：～2,000DWT

ＨＡ７ 12.0 250 1

ＨＡ８ 12.0 250 1

Ｈ２Ｍ 4.5 106 1

Ｈ５Ｍ 4.5 109 1

ＨＢ１ 10.0 200 1 対象船舶：～12,000DWT

ＨＢ２ 10.0 200 1

ＨＢ３ 10.0 200 1

内港地区（山内） 山内ふ頭岸壁 7.5 130 1 対象船舶：～5,000DWT

ＭＭ１，２号岸壁 7.5 260 2 対象船舶：～5,000DWT

ＭＭ物揚場 4.0 135 交通船などの物資補給や
係留に対応

ＹＳ１ 10.0 180 1 対象船舶：～12,000DWT

ＹＳ２，３ 12.0 420 2 対象船舶：～30,000DWT

ＹＳ４ 10.0 180 1 対象船舶：～12,000DWT

ＹＳ５ 10.0 180 1 対象船舶：～12,000DWT

ＹＳ６ 10.0 180 1

ＹＳ７，８ 10.0 360 2

ＹＳ９，１０ 10.0 360 2

ＹＳ２Ｍ 4.5 150 1

ＹＳ４Ｍ 4.5 150 1

タグボートの係留に対応

既定
計画

大黒ふ頭地区
はしけ、交通船などの物
資補給や係留に対応

内港地区（新港）

本牧ふ頭地区

物資補給から旅客・一般
貨物の取扱いに変更

はしけ、交通船などの物
資補給や係留に対応

物資補給からコンテナの
取扱いに変更

新規
計画

山下ふ頭地区

内港地区（中央）



 

 

(-

物資補給岸壁 

-7.5m) 2B 260m

物資補

(-10m) 8B 14

（-12）2B 

(-4.5) 2B 

物資補給岸壁 

(-4m) 135m 

図 VI

物資補

(-7.5m)

m 

補給岸壁 

440m YS1,4～10 

420m YS2,3 

300m YS2,4M 

I-４-1 物

補給岸壁 

 1B 130m
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資補給等のたための施設位位置図
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港
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等禁止区域が

港湾法に基づ

港湾法第 37 条

-５-1）を船

（平成 19 年

船舶等放置等

港湾法第 37 条

を禁止する区

(１) 公共係

(２) 本来係

ガードレ

(３) 水域占

留杭、係

(４) 指定さ

れている

港湾法第 37 条

1. 何人も、

大臣の認

より、港湾

に限る。）

て、又は放

2. 港湾管理

定めると

とする。 

3. 前項の指

の開発、利

止区域の指定

いて、港湾区

が定められて

づく「放置等

条の３の規定

船舶及び係留

11 月５日横

等禁止区域 

条の３の既定

区域を指す。

係留施設に無

係留を想定し

ール等）に係

占有許可、係

船浮標等）に

された錨地等

船舶 

条の３（抜粋

港湾区域、

定した港湾私

湾の開発、利

）内において

放置してはな

理者は、前項

ころにより、

指定又はその

 

利用及び保

定 

区域を安全か

ている。 

等禁止区域」

定に基づき、

留施設等工作

横浜市告示第

定に基づき、

 

無許可に係留

しない係留施

係留保管され

留施設の建設

に係留保管さ

等以外の本来

粋） 

港湾隣接地

私設の区域

利用又は保全

て、みだりに

ならない。

項の既定によ

、その旨を公

の廃止は、同

117 

保全に関する

かつ円滑に利

 

平成 19 年

作物の「放置

第 389 号） 

みだりに船

留保管されて

施設以外の港

れている船舶

設、改良の許

されている船

来停泊される

地域、臨海地

（これらのう

全上特に必要

に、船舶その

る区域又は

公示しなけれ

同項の公示に

る事項 

用すること

年 11 月 15 日

置等禁止区域」

船舶その他の

いる船舶 

湾施設（外郭

舶 

許可を受けず

船舶 

ことが予定

区又は第２条

うち、港湾施

要があると認

の他の物件で

物件の指定

ればならない

よって効力

ができるよ

から象の鼻地

」に指定して

の物件を捨て

郭施設等）そ

ずに違法に作

されていない

条第６項の既

施設の利用、配

認めて港湾管理

で港湾管理者

をするときは

い。これを廃

を生ずる。 

う、以下の通

地区前面水域

ている。 

て、または放置

その他の施設

作られた係留

い水域に係留

既定により国

配置その他

理者が指定

が指定した

は、国土交通

廃止するとき

通り、放

域（図 

置するこ

設（橋脚、

留施設（係

留保管さ

国土交通

の状況に

した区域

ものを捨

通省令で

も、同様



 

放（２）

対

 

 

放置禁止の区

対象となるの

内港地区

区域 

のは、以下の

（新港地区）

図

 

の区域である

 象の鼻パ

図 VII-５-1
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る。 

パーク前面水

 

 放置等禁止

水域 

止区域の指定定 
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将来構想 

新山下地区 

新山下地区

で利用形態を

 

 

 

 

 

 

新

区の水域につ

を定めず、今

図 

 

新山下地区 

ついては、将

今後、陸域の

VII-５-2 
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将来における

のあり方とあ

新山下地区将

新たな土地需

わせて検討す

将来構想位置

需要への対応

する。 

置図 

応を見据え、

凡 例

将来構

現時点

 

想



新（２）
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新本牧ふ頭地

・新本牧ふ頭

について土

・第２期分の

スを擁する

・さらに、将

も検討を進

地区 

頭は、大規模

土地利用計画

の埋立後の土

る大規模コン

将来の海運、

進めていく。

図

 

模かつ長期的

画を定め、第

土地利用は、将

ンテナターミ

物流動向に

 

図 VII-５-３
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的な計画とな

２期分は土地

将来構想と

ナルの形成

にも的確に対

３ 新本牧ふ

ることから

地利用計画を

して、１期分

を構想する。

対応できるよ

ふ頭将来構想

、全体を２期

を定めない海

分と合わせて

。 

う、埠頭の更

図 

期に分け、第

海面処分用地

て 1,400m の連

更なる拡張に

第１期分

地とする。 

連続バー

について
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図 VII-５-５ レクリエーション等活性化水域 

 

 

凡 例

レクリエーション等

活性化水域

レクリエーション等活性化水域

金沢地区 

レクリエーション等活性化水域

内港地区 
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